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告 示 

鳥取県告示第68号 

 令和２年鳥取県告示第670号（大規模小売店舗に関する変更事項の届出について）により告示した丸合上後藤店

に係る大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づく変更の届出について、同法第

８条第１項の規定に基づく意見書が提出されたので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を告示し、

当該意見書を縦覧に供する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 意見書を提出した市町村 

  米子市 

２ 意見の概要 

届出書の図面５に記載されている冷暖房室外機Ｓ９は、夜間の騒音基準値45デシベルに対して、騒音レベル

が52.0デシベルとなっており、直近の住宅への影響が不明のため、近隣住民への説明及び配慮を行うこと。 

３ 縦覧に供する期間 

  令和３年２月16日から１月間 

４ 縦覧に供する場所 

  鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県西部総合事務所地域振興局及び米子市経済部商工課 

                                                    

鳥取県告示第69号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、国土交通省中国地

方整備局倉吉河川国道事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条において

準用する同法第14条第３項の規定により告示する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 作業種類 公共測量（３級基準点測量） 

２ 作業地域 倉吉市上米積、上福田及び下福田 

３ 終了年月日 令和２年12月18日 

                                                    

鳥取県告示第70号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように変更したので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、令和３年２月16日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

路 線 名 区  間 
変 更 

前後別 

敷地の幅員 

（メ－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

米子環状線 米子市和田町字堂前1845地先から同市和田町字西三

保2111－１地先まで 

変更前 6.0～51.7 933.0 

変更後 15.4～77.3 926.0 

                                                    

鳥取県告示第71号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり県道の供用を開始するので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、令和３年２月16日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において
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一般の縦覧に供する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

米子環状線 米子市和田町字堂前1845地先から同市和田町字西三保2111－１地

先まで 

令和３年２月16日 

                                                    

鳥取県告示第72号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、貸付金の元利償還金の収納の事務を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する｡ 

  令和３年２月16日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 委託の相手 

  ニッテレ債権回収株式会社 

２ 委託した貸付金の元利償還金 

  鳥取県進学奨励資金（奨学生決定番号4030100、4070021、4090184、4100153、4100198、4110127、4130060、

4130072）及び鳥取県育英奨学資金（奨学生決定番号411081、415124、416030、418060、419084、422019、423177、

424077、424191、424220、425171、425231、426090、426157、426172、429030、4141076、4141090、4141148、

4151134、4151136、4151408、4161017、4161037、4161063、4161190、4161257、4161389、4161429、4171007、

4171163、4171197、4171308、4171450、4171470、4171589、4171661、4181072、4181086、4181130、4181167、

4181348、4181369、4181422、4181425、4181453、4181471、4181474、4181656、4191190、4191253、4191256、

4191451、4191486、4191492、4191516、4191543、4191673、4201004、4201023、4201063、4201163、4201180、

4201213、4201272、4201349、4201401、4201434、4201457、4201475、4211105、4211186、4211212、4211309、

4211338、4211383、4211437、4211450、4211506、4211637、4211789、4221121、4221159、4221164、4221191、

4221235、4221243、4221352、4221367、4221405、4221454、4221497、4221522、4221568、4221578、4221593、

4221623、4231026、4231062、4231127、4231207、4231263、4231265、4231334、4231375、4231436、4241094、

4241203、4241207、4241269、4241272、4241275、4241276、4241498、4241513、4241555、4241577、4251077、

4251129、4251205、4251385、4251416、4251435、4251499、4251530、4261033、4261061、4261077、4261253、

4261325、4261331、4261356、4261379、4261410、4261439、4271089、4271131、4271201、4271237、4271299、

4271346、4271356、4271358、4271378、4271415、4271441、4271468、4271498、4281130、4281218、4281265、

4281353、4281387） 

３ 委託期間 

令和２年４月１日から令和５年２月28日まで 

                                                    

選挙管理委員会告示 

鳥取県選挙管理委員会告示第２号 

令和３年第２回鳥取県選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 大  口  久  志 

１ 日時 令和３年２月22日（月） 午後２時 

２ 場所 鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁選挙管理委員室 

３ 議題  

(１) 令和２年度都道府県選挙管理委員会連合会中国支会総会について  

(２) その他 
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公 告 

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県公安委員会委員長 衣  笠  優  子 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  貴重品運搬警備業務 １級 

２ 実施日時 

(１)  学科試験 

  令和３年５月13日（木）午前９時30分から午前11時まで 

(２)  実技試験 

  令和３年７月３日（土）午前８時30分から午後５時まで 

３ 実施場所 

(１)  学科試験 

鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁第２庁舎４階第28会議室 

(２)  実技試験 

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター 

４ 受検定員 

  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両（以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。）並

びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  エ 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 

オ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  イ 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 

ウ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであって、

次のいずれかに該当するものであること。 

 (１)  貴重品運搬警備業務について２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証

明書の交付を受けた後、貴重品運搬警備業務に従事した期間が１年以上であるもの 

 (２)  鳥取県公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和３年４月12日（月）から同月16日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 

次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 
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なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地 

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）２葉 

 (４) ６の(１)に該当する者にあっては、そのことを疎明する書面 

 (５) ６の(２)に該当する者にあっては、１級検定受検資格認定書の写し 

10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 

(４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話0857－23

－0110（代））にすること。 

                                                    

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県公安委員会委員長 衣  笠  優  子 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  貴重品運搬警備業務 ２級 

２ 実施日時 

(１)  学科試験 

  令和３年５月13日（木）午前９時30分から午前11時まで 

(２)  実技試験 

  令和３年６月26日（土）午前８時30分から午後５時まで 

３ 実施場所 

(１)  学科試験 

鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁第２庁舎４階第28会議室 

(２)  実技試験 

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター 

４ 受検定員 

  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 
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  ウ 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両（以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。）並

びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  エ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 

  イ 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に

関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであること。 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和３年４月12日（月）から同月16日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 

次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 

なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地 

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）２葉 

10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 

(４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話0857－23

－0110（代））にすること。 

                                                    

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県公安委員会委員長 衣  笠  優  子 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  空港保安警備業務 １級 

２ 実施日時 

(１)  学科試験 

  令和３年６月３日（木）午前９時30分から午前11時まで 

(２)  実技試験 
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  令和３年７月24日（土）午前８時30分から午後５時まで 

３ 実施場所 

(１)  学科試験 

鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁第２庁舎４階第28会議室 

(２)  実技試験 

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター 

４ 受検定員 

  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 乗客等の接遇に関すること。 

  エ 手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査（以下「手荷物等検査」という。）に関すること。 

  オ 空港に関すること。 

  カ 空港保安警備業務の管理に関すること。 

  キ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 乗客等の接遇に関すること。 

  イ 手荷物等検査に関すること。 

ウ 空港保安警備業務の管理に関すること。 

  エ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであって、

次のいずれかに該当するものであること。 

 (１)  空港保安警備業務について２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明

書の交付を受けた後、空港保安警備業務に従事した期間が１年以上であるもの 

 (２)  鳥取県公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和３年５月10日（月）から同月14日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 

次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 

なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地 

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）２葉 

 (４) ６の(１)に該当する者にあっては、そのことを疎明する書面 

 (５) ６の(２)に該当する者にあっては、１級検定受検資格認定書の写し 
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10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 

(４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話0857－23

－0110（代））にすること。 

                                                    

警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定に基づき、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号）第４条に規定する検定を次のとおり実施する。 

  令和３年２月16日 

鳥取県公安委員会委員長 衣  笠  優  子 

１ 検定に係る警備業務の種別及び級 

  空港保安警備業務 ２級 

２ 実施日時 

(１)  学科試験 

  令和３年６月３日（木）午前９時30分から午前11時まで 

(２)  実技試験 

  令和３年７月10日（土）午前８時30分から午後５時まで 

３ 実施場所 

(１)  学科試験 

鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁第２庁舎４階第28会議室 

(２)  実技試験 

広島県広島市佐伯区石内南三丁目１－１ 広島県運転免許センター 

４ 受検定員 

  ５名 

５ 検定の内容 

  (１)  学科試験 

   ア 警備業務に関する基本的な事項 

  イ 法令に関すること。 

  ウ 乗客等の接遇に関すること。 

  エ 手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査（以下「手荷物等検査」という。）に関すること。 

オ 空港に関すること。 

カ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

  (２)  実技試験 

   ア 乗客等の接遇に関すること。 

  イ 手荷物等検査に関すること。 

ウ 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 

６ 受検資格 

  県内に住所を有する者又は県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものであること。 

７ 検定申請書の受付期間 

  令和３年５月10日（月）から同月14日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで 

８  検定申請書の提出先等 
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次の警察署に提出すること（持参以外の方法による検定申請書の提出は、認めない。）。 

なお、検定申請の受付は、先着順とし、受検定員に達した場合は受付期間の途中であっても締め切る。 

 (１)  県内に住所を有する者にあっては、住所地を管轄する警察署 

 (２)  県外に住所を有する警備員でその者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所の所在地 

を管轄する警察署 

９  検定申請書の提出部数等 

  検定申請書は１通とし、次に掲げる書類を添付すること。 

  (１) 県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面 

(２) 県外に住所を有する警備員で、その者が属する営業所が県内にあるものにあっては、当該営業所に属す

ることを疎明する書面 

  (３) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横2.4センチメ

ートルの大きさで、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）２葉 

10  検定手数料及び納付方法 

  検定手数料は、16,000円とし、その金額に相当する鳥取県収入証紙を警備業関係手数料納付書の所定欄に貼

り付けて納付すること。この場合、消印をしないこと。 

11 その他 

  (１) この検定は、鳥取県公安委員会、広島県公安委員会及び島根県公安委員会が共同で実施する。 

(２) 実技試験は、学科試験合格者に対してのみ実施する。 

(３) 受検者は、筆記用具を持参すること。 

(４) この検定についての問合せは、各警察署又は鳥取県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話0857－23

－0110（代））にすること。 

 


